
労働保険事務委託手数料について 

 

１．労災保険事務委託手数料 

 

（労災保険料×5%+3,600 円）×1.1 

（但し、最低額 8,250 円（消費税込）、また、建設業は最高額 82,500 円（消費税込）） 

 

 

２．雇用保険事務委託手数料 

 

下記一覧表のとおり 

 

＜雇用保険事務委託手数料一覧表＞ 

被保険者（人） 手数料（円） 

1～4 9,900 

5～10 16,500 

11～15 18,920 

16～20 21,340 

21～25 23,760 

26～30 26,180 

31～35 28,600 

36～40 31,020 

41～45 33,440 

46～50 35,860 

※以降 1 単位（１～5 人）増すごとに 

                           2,420 円を加算 

 

以上 

被保険者（人） 手数料（円） 

51～55 38,280 

56～60 40,700 

61～65 43,120 

66～70 45,540 

71～75 47,960 

76～80 50,380 

81～85 52,800 

86～90 55,220 

91～95 57,640 

96～100 60,060 


